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2025年度報告｜2025年7月1日（火）～2025年8月29日（金）24：00

３．2025年度の効果報告受付期間

※締切を踏まえて余裕をもってご準備ください。

※受付開始時には「効果報告の手引き」を公開予定です。効果報告の詳細やシステム

の操作等については手引きを確認のうえ手続きを行ってください。

１．効果報告について

補助金の交付を受けた事業者は、補助事業終了後（省力化製品の導入後）から3年の

間、過去１年間の事業実施効果等についての報告を行う必要があります。

効果報告が提出されなかった場合、交付決定の取消しを行うことがあり
ます。事務局が定める期限までに必ず効果報告を行ってください。

申請マイページから補助事業者（中小企業等）が行ってください。

※販売事業者の手続きはありません。

４．報告方法

効果報告の結果を踏まえて、以下のいずれかに該当すると認められた場合は、補助

金の返還又は収益納付が発生する場合があります。

• 省力化を通じて人員整理・解雇を行っていた場合

• 故意に達成する見込みの無い事業計画を策定していた、意図的に省力化製品を未

使用のまま放置していた等、補助事業者の故意・過失が原因で労働生産性の向上

に係る目標が未達となった場合

• 賃上げによる補助上限額の引き上げを適用後、賃金を引き下げていた場合

• 本事業の成果により収益が得られたと認められる場合（「８．収益納付」を参照

してください。）

注意点

2025年3月31日までに、補助金の交付を受けた補助事業者（中小企業等）

２．2025年度の効果報告対象者

2024年4月 2025年4月 2026年4月 2027年4月

申請 交付 効果報告（１回目） 効果報告（２回目） 効果報告（３回目）

効果報告対象者 効果報告期間

※2025年度～2027年度までの３年間の効果報告が必要になります。
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◼ 省力化製品を導入した所在地

◼ 省力化製品の財産処分の有無

◼ 販売事業者からのサポートの有無及

びその内容

◼ 導入製品の使用について

• 1週間のうちの稼働日数

• 1台につき1日あたりの稼働時間

• 省力化製品の使用状況

• 人手不足の改善状況

◼ 決算年月

◼ 売上高

◼ 原価

◼ 販売管理費

◼ 減価償却費

◼ 人件費

◼ 流動資産及び固定資産

◼ 流動負債及び固定負債

決算情報

事業計画の達成状況

◼ 役員・従業員数

◼ 労働生産性未達の要因（内的要

因・外的要因）

※未達の場合のみ

◼ 計画数値未達の改善方法

※未達の場合のみ

◼ 最低賃金

◼ 補助事業を実施した事業場の都道府

県

◼ 最低賃金賃上げの未達理由

※大幅な賃上げを行う場合の補助上

限額を適用した事業者で、未達の場

合のみ

◼ 給与支給総額

◼ 給与支給総額の賃上げ未達理由

※大幅な賃上げを行う場合の補助上

限額を適用した事業者で、未達の場

合のみ

◼ 役員・従業員の総労働時間

◼ 省力化を行う業務の状況

◼ 年間営業日数

賃上げの実績等

５．効果報告で報告する項目

効果報告時には以下の内容をシステムに入力していただきます。事前にご確
認ください。

省力化製品の稼働状況
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製品の設置場所が確認できるように、製品全体と背景

を撮影してください。

• 写真は製品1台につき1枚以上撮影してください。

• 補助事業完了後、効果報告日の1か月以内に撮影し

た写真を提出してください。

2024年4月1日～2025年3月31日までの間に期末を迎えてい

る直近1年間の決算に基づき提出してください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日現在　　　　　　　　　　　　　( 単位 ： 円 )

金　　額 金　　額

　[ 流 動 資 産 ] 　[ 流 動 負 債 ]

現　　　　金 支 払 手 形

預　　　　金 買　掛　金

受 取 手 形 短期借入金

売　掛　金 未　払　金

商　　　　品 預　り　金

短期貸付金 仮　受　金

前 払 費 用

未 収 入 金

　[ 固 定 負 債 ]

　[ 固定資産 ] 長期借入金

( 有形固定資産 )

建　　　　物

建物附属設備 負 債 合 計

車　　　　両

工器具備品

　[ 資　本　金 ]

　[ 準　備　金 ]

( 無形固定資産 )

電話加入権

　[ 剰　余　金 ]

( 投　資　等 ) 別途積立金

出　資　金 当期未処分利益

差入保証金 (うち当期利益)

　[ 繰 延 資 産 ]

資 本 合 計

資 産 合 計 負債 ・資本合計

貸　借　対　照　表

資 本 の 部

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　　　　目 科　　　　目

• 「販売費及び一般管理費」の詳細項目が記載されていな

い場合、詳細項目がわかる資料をあわせて添付してくだ

さい。

• 個人事業主で青色申告の場合は青色申告決算書、白色申

告の場合は収支内訳書を添付してください。

• 入力の際は決算書の単位と入力項目の単位にご注意くだ

さい。

６．効果報告で提出する書類

（１）省力化製品全体が映った写真

（２）損益計算書

（３）貸借対照表

2024年4月1日～2025年3月31日までの間に期末を迎えてい

る直近1年間の決算に基づき提出してください。

• 個人事業主で白色申告の場合は提出不要です。

• 入力の際は決算書の単位と入力項目の単位にご注意くだ

さい。



効果報告の概要

55

報告日時点で直近となる月を対象年月としてください。

• 補助事業を実施した事業場における最低賃金者の

対象月1か月分を提出してください。

※実施場所が複数ある場合、最も事業場内最低賃金

が低い事業場の賃金を用いてください。

報告日時点で直近となる月を対象年月としてください。

• 全従業員の対象月1か月分を提出してください。

（４）最低賃金者の賃金台帳

（５）全従業員の賃金台帳

注意点

大幅な賃上げを行う場合の補助上限額を適用した事業者において、最低賃金が実績

報告時の賃金を下回った場合、または給与支給総額が実績報告時の額を下回った場

合、補助金の減額を行います。

ただし、天災等の申請者の責によらない場合は、理由書を提出することにより免除

される可能性があります。

※「（４）最低賃金者の賃金台帳」及び「（５）全従業員の賃金台帳」の両方を準

備いただく必要があります。
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７．財産処分

補助事業により取得する資産については、補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律（補助金適正化法）に基づき売却、転用、破棄等の財産処分に制
限が課されます。補助事業の終了後又は効果報告期間の終了後であっても、取
得から一定の年数を経過する前に財産処分を行う場合は、事務局の承認を受け
た後、残存簿価相当額又は時価（譲渡額）を、当該処分財産に係る補助金額を
限度に納付する必要があります。

事務局の承認を受けること無く転売や貸し付け等を行った場合は、
交付決定の取消しとなる可能性があります。

※詳しくは別途公開する「財産処分の手続きについて」をご確認ください。

９．補助事業の廃止

補助金の交付後に補助事業の一部または全部を廃止せざるを得ない場合におい
ては、「補助事業廃止承認申請書」の提出が必要です。本事業のコールセン
ターまでご連絡ください。

１０．お問合せ先

８．収益納付

効果報告から、本事業の成果により収益が得られたと認められる場合には、受
領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません。ただし、効果
報告の対象年度の決算が赤字の場合は免除されます。

※導入した省力化製品を研究開発のみに使用した場合に収益納付が必要となる
可能性があります。（研究開発以外の事業に導入した場合は収益納付は発生し
ません。）

中小企業省力化投資補助事業 コールセンター
お問い合わせの際は、予め各ページの掲載資料や「よくあるご質問（カタログ注文型）」

を確認のうえ、お問い合わせください。

・ナビダイヤル 0570-099-660 ※通話料がかかります

・IP電話等からのお問い合わせ先 03-4335-7595

お問合せ時間：9:30～17:30／月曜～金曜（土・日・祝日除く）

恐れ入りますが、繋がらない場合は、しばらくたってからおかけ直しください。

https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/faq/
tel:0570-099-660
tel:03-4335-7595
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